


日に当たるときは,こ の体 日の翠 日)事でに納めなければならない。ただ し,

契約め初年度の賃料は,甲が定め|る納押限までに納めな :す ればならない。

(賃料の改定)

第5条 最初の賃料の改定は,令和4年度 (西暦2022‐年度)分の賃料につい ´

て行い,その後は3年度ごとに行うものとする。

2 前項の規定による改定後の賃料は,従前の賃料に修正率を乗じて得た額 (そ
｀
め額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。)と

する。    |     .  
年度の初日の属する年 (夕下「改定年」3 前項の修正率は,賃料の改定を行 う

とい う。)の前年の固定資産税路線価 (本件土地に接する西洞院通に係る固定

資産税路繰価を採用する:)を,改
=年

の4年前の固定資産税路線価で除して

得た数値 (小数点以下第 4位蕉四捨五入するものとする。)と する。

4 第 1項の規定により賃料の改定を行 う場合は;甲 は,乙に対し,賃料、の改定

日の 1箇月前までに,書面により改定後の賃料を通知するものとする。

5 第1項あ規定にかかわらず)社会'「

lT奈蝙怠管確ガ亀E警息「鷲雹蜃襲が近傍類似の土地の賃料 と比較 して幕

のうえ,賃料を改定することができる。  :

(保証金)

第 6条 乙は,甲 に対し,本契約に係る保証金として第 4条第 1項に規定する賃

料の 2箇年度分に相当する額を甲が

=め

る納期限までに預託 しなければなら

な い 。

2 第5条の規定による改定後の賃料の額が,預託されている保証金の額以上

とならたときは,乙は,甲 に対し,イ改定後の賃料の2箇年度分に相当する額の

保証金を預託しなければならない。この場合において,乙は,当該額から預託

されている保証金の額を控除した残額を甲が定ある納期限までに蓼託しなけ

ればならない6    .
3 甲は,本件借地権の存続期間が満了したとき文は本契約が解除されたとき

iま ,'本件土地の返還を受けたことを確認したうえで)乙に対し,預託されてい

る保証金の額から本契約に基づいて生じた乙の甲に対する金銭の給付を目的

とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

4 乙は,保証金の返還請求権を第二者に譲渡し,又は担保に供してはならない。

5 保証金には,利息を付さない。

6′ FFは:乙が本契約に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行し

ないときは,その支払いについて期限を指定して督促し,´ 乙が当該期限までに

支払わなぃ場合には,保証金をその債務の弁済に充てることができる。この場

合において,乙は,甲に対し,保証金をそめ債務の弁済に充てることを請求す
: ることができない。                  、

7 前項の規定により,甲が保証金を乙の債務の弁済に充当したときは,乙は,

甲に対し:楳証金を充当した日の属する年度の賃料の2箇年度分に相当する

額の保証金を預託しなければならない。この場合において,乙は,当該額から

充当後の保証金の額を控除した残額を甲が定める納期限までに預託しなけれ
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ばならない。

(引 渡 し)

第7条 甲は,第 3条に規定する本件借地権の存続期間の開始と同時に,本件土

地を現状有姿の状態で乙に引き渡すものとする。   
｀

(既存建物の解体)

第8条 乙は,本件土地の引渡し後から12箇月以内に:乙の負担により,本件

土地に存する別紙物件目録 3記載の建物 (以下「既存建物」という:)を解体
.し

なければならない。このとき,本件土地の定着物,既存建物の附属物その他

―切の残置物について,甲 は,所有権を主張せず,乙の負担により,乙がこれ

を処分することに果議を申し立てないものとする。

2 乙は,天災その他その責に帰することができない理由により期限内に解体

を完了する見込みがないときは,甲 に対してその理由を明らかにした書面を

もつて工期の延長を求めることができる          ・

3 乙は,既存建物の解体が完了したときは,速やかに,その旨を甲に報告し,

甲が指定する職員による確認を受けなければならない。

4 既存建物の解体が完了した後メ甲は,乙の協力を得て,既存建物の滅失登記

、を行うものとする。

(延滞料)            
二』は,乙は,甲 に対し,第 4条第3項の第9条 乙が賃料の支払いを遅滞した2

納期限の翌 日から支払済みに至るまでの期間の日数に応 じ,遅滞 した賃料の

額 (1,000円未満の端数があるとき,文はその資料の全額が 2,000円未

満であるときには,その端数金額又はその全額を切 り捨てる。)に対し年 14.

6パニセント (納期限の翌日から1箇月を経過する日までは,年 7.3パーセ

ントとする。)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞料 (延滞料の額に

100円未満の端数があるとき,又はその金額が1,000円未満であるとき

は,その端数金額又はその企額を切り捨てる。)を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,当分の間,各年の特例基準害」合 (当該年の前年に

_租税特別措置法第93条第 2項の規定により告示された割合に年■パー
1‐セン

トの割合を加算した割合)が年 7.3パーセントの割合に満たない場合,その

年中においては,①前項の「年 14,6パーセントの割合」を「特例基準害1合

に年 7.3パーセントをカロ算した割合」とし,②前項の「年 7.3パーセントの

割合」を「特rll基準害J合に年 1パーセントを加算した害1合」とし,③前記の②

の`割合が年7.3パ Tセ ントの青1合を超える場合には,「年 7.3パーセント」

とする。
3 本条における延滞料の年当たりの害J合は,聞年の目を含む期間にういても:

365日 当たりの割合とする。                   |

(充当の順序)

第10条 球は1乙が賃料及び延滞料の合計額を支払う場合において,支払われ

た金額が当該合計額に不足するときは,延滞料から充当する:
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(転貸等の禁止)  ,
第 11条 乙は,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,あ らかじめ三者協

議会における協議を経て,書面により甲の承認を受 i・

jた ときは,こ の限りでな

い 。                                  
｀

{1}=本件土地の形状又は形質を変更すること。

9}本件借地権の他の者への譲渡若しくは転貸,又は本件借地権に対して担
保権その他の使用権若しくは収益を目的とする権利を設定すること。

鰺)本件建物を賃貸しダ譲渡し,又は本件建物に対して担保権その他の使用権
若しくはIIX益を目的とする権利を設定すること。

経)本件建物の増改築 (軽微なものを除く。)をすること。

(名称変更等の届出)

第 12条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,甲が別に定める様式に
より,速やかに甲に届け出なければならない。        ・

ほ)乙が名称又は事務所若しくは事業所の所在地を変更したとき
`鯰)乙の地位について,合併等による包括承継その他の変動が生じたとき。

(善管注意義務)    ,
第 13条  t乙は,本件土地を善良な管理者としての注意をもつて管理しなけれ

ばならない。
2 本件土地を使用して乙が行う事業に伴う一切の責めは,乙が負う。

(必要費等の補償)

第 14条 乙はi本件土地に関し必要費又は有益費を支出した場合であっても,

あらかじめ甲が承認をした場合を除いては,その補償を請求することができ
ない。

(滅失又は損傷の届出等)

第 15条 乙は,本件土地が滅失し,又は損傷したときは,直ちに書面により甲
に届け出なければならない。

2 乙は,その責めに帰すべき事由により本件土地が滅失し,又は損傷したとき
|は,甲の指示に従い,速やかにこれを修繕し,又はその損害を賠償しなければ
ならないb          i

(契約不適合責任) ~
第 16条 ろは,本件土地又は既存建物に学校の設置又は管理に起因する地下
埋設物,汚染土壌又は廃石綿,ポ リ塩化ビフェニル廃棄物その他の特別管理産
業廃棄物が存することを発見したときは,その旨を甲に報告のうえ,適正に処
分しなければならない。この場合において,甲

｀
は,本件土地の引き渡し後。2

年以内に請求のあったものに限り,乙がこれらの処分に要した費用を相当な

範囲で補償するものとする。                   1
2 前項に定めるもののほか,乙は,引 き渡された本件土地が種類,ヽ 品質又は数



量に関して契約の内容に適合 lノ ないものであるときにおいても:履行の追完,

賃料の返還及び減免,損害賠償の請求並びに契約の解除をすることができな :

い 。                           デ

(請負人等の選定)

第17条 1乙は,活用計画に係る工事の請負契約の相手方 (以下「請負人」とい

う。)が下請契約を締結する場合には,乙は,請負人に対し,当該下請契約の

相手方を京都市内に本店又は主たる事務所を有する中小企業 (以下「市内中小
企業」という。)の 中から選定することに努めるよう,´ 求めるものとする。工

事に係る資材,原材料め購入契約その他の契約を締結する場合についても同
様とする。
2 前項の規定は,乙及び請負人の契約締結の自由を不当に制限するものと解
釈してはならない。

(違約金)                        ・

第18条 乙は,本契約に定める義務に違反し契約を解除されたときは,甲 に対
し,甲 が違反があつたと認めた年度における賃料の2箇年分に相当する額の

違約金を支払わなければならない。     …     `   ,
2 前項に規定する違約金を超える損害が甲に生じたときは,乙は,甲 に対し,

その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)     :            `
第19条 甲は,乙が次の各号いずれかに該当するときは,催告をしないで本契
約を解除することができる。

は)第 2条第 1項に定める使用目的と異なる目坤に本件土地を使用したとき。
12)第 6条第 1項の規定による保証金を甲が定める納期限 (同条第2項又は
第 7墳の規定による保証金にあつては,｀甲が定める納期限から3箇月を経
過した日)までに預託しないとき。         ヽ

0 賃料を納期限から3箇月を経過した日までに支捧わない
・
とき。

に)第 11条の規定に違反したとき。

椰)乙が,本契約締結手続のために提出した書類等に,虚偽,錯誤又は遺漏の

あらたこと (本市に重大な不利益がないときを除く。)が判明したとき。
絡)乙の役員等 (役員又は支店若しくは営業所の代表者,理事等,そ の他経営

に実質的に関与している者をいう。)が京都市暴力団ツト除条例第2条第4号
に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当
するとき。

17)その他本契約に定める重要な義務に違反したとき。
2 甲が前項の規定により本契約を解除したときは,乙は本契約を解除した日
の属する年度の賃料の返還を請求することができないものとする。

3 本件借地権の存続期間中であつても,地方自治法第238条の5第 4項の

規定により,本件土地を公用又は公共用に供する必要が生じた場合は,甲は,

本契約を解除することができる:こ の場合において,乙は,同条第5墳の規定
により,甲に対し,本契約の解除により生じた損失について補償を求めること



ができる。

(合意解除)        、
第20条 本件借地権の存続期間中であっても,天変地異その他乙の責めに帰
することができない事由により,第 2条第 1項に定める使用目的を達成する
ことが困難となったときは,乙は,甲 に対し,本契約の解除を申し入れ,甲 乙

協議のうえ,本契約を中途で解約することができ.る ものとする。
2 前項の規定により本契約が解除されたときは,甲 は本契約が解除され,た 日
の属する年度の賃料を365で除して得た額 (F‐l年の日を含む期間について
も, 365で除すものとする。)に甲が本件土地の返還を受けた日の翌日から
当該年度の末日までの日数を乗じて得た額 (その額に1円未満の端数がある
ときは,その端数を切り捨てるものとする。)を返還するものとする。ただし,

当該年度の賃料が未納であつた場合はこの限りでない。

(期間満了前の協議)                   ・

第21条 甲及び乙は,本件借地権の存続期間の満了の日の5年前から,本件建

物の解体,本件土地の返還等に関する事項について,協議するものとする。
2 前項の協議は:第 2条第 1項に定める使用目的を同じくする新たな契約の
締結を妨げない。

(更地返還)

第22条 乙は,本件借地権の存続期
り
間の満了の日(本契約が解除されたときに

あつiて は,甲が指定する日)ま でに,乙の負担により,本件建物その他本件土
地の定着物を解体及び撤去のうえ,本件土地を東地の状態にして返還しなけ
ればならない。ただし,甲 が解体及び撤去の必要がないと認めるものは,この
限りでない。  .

2 乙は,.本件借地権の存続期間の満了の日の1年前までに,本件建物の解体,

本件土地の返還に関し,必要な事項を書面により甲に報告しなければならな
い 。       

｀

3 乙は,本件土地の返還の日までに,第 1項の規定により解体した建物の滅失
登記を行わなければならない。   ―

4 乙は,本件土地の返還に際し,移転料,立退料等のいがなる名目によるかを
問わず,甲に対し,T切の金銭を請求することができない。

5 乙が第 1項に定める義務を履行」ないときは,甲 は,乙の負担において,そ
の処分を行うことができる。この場合において,乙は,甲に対し,何ら異議を
申し立てることができない。

6 乙が本件借地権の存続期間の満了の日 (本契約が解除されたときにあって
は,甲が指定する日)ま でに本件土地を返還しないときは,乙は,甲 に対し,

当該日の属する年度の賃料を365で除して得た額 (問年の日を含む期間に
ついても, 365で除すものとする。)に当該日の翌日から甲が本件土地の返
還を受けた日までの日数を乗じて得た額 (そ の額に1日未満の端数があると
きは,その端数を切り捨てるものとする。)の 2倍に相当する額を支払わなけ
ればならない。    '                      、



(解体準備金 )

第 23条 乙は,毎年度,前条第 1項の規定による本件建物の解体に要する費用

(以 下「解体準備金」とい う。)を積み立て,本件借地権の存続期間の満了ま

での間に十分な金額を確保 しなければならない。

2 乙は,本契約の締結後,速やかに:解体準備金の積立計画を書面により,甲
に提出し′なければならない。

3 乙は,毎年度,解体準備金の積立状況を書面により,甲 に報告 しなければな

らない。

(損害賠償)

第 24条  乙が本契約の条項に違反するなど乙の責めに帰すべき事由により甲
に損害を与えたときは,乙は,その損害に相当する金額を損害賠償金 として甲
に支払わなければならない。

鋼 査協力の義務)

第 25条  甲は,本件土地について,随時その使用状況を実地に調査し,/_に対
して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において,_/3

は,その調査を拒み;妨げ,若しくは忌避し,又は報告若 しくは資料の提出を

怠うてはならない。

(公正証書の作成 )

第 26条 本契約については,公正証書を作成するものとする。

(強制執行認諾 )

第 27条 乙が本契約に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行 し

ないときは,甲 が裁判所の確定判決を得ることなしに,直ちに強制執行を行 う
ことについて,乙は,異議なく認諾する。

(契約の費用)

第 28条 公正証書の作成費用その他本契約の締結に要する費用は,乙の負担
とづ

い
る。

(暴力団排除の特約)

第 29条  乙は,乙の役員等が,京都市暴力団ツト除条例第 2条の暴力団員等又は

暴力団密接関係者に該当することが判明したときは,甲 に対し,本契約解除の

有無にかかわらず,違反を認めた日の属する年の賃料の 2年分に相当する額     、
の導約金を支払わなければならない。本契約が期間:の満了又は解除 (合意解約

を含む。)により終了した後も,本契約期間中に上記違反があつたと認められ
るときは,同様とする。

(管轄裁判所 )

第 30条 本契約から生じる一切の法律関係に基づく訴訟については京都地方



裁半」所,調停については京都簡易裁判所を管轄裁判所 とする。

(その他 )

第 31条 本契約に定めるものを除くほか,乙は,京都市公有財産規員1に定める

条件を承諾 し,遵守するものとする。

2 本契約に疑義のあるときは,甲 乙協議のうえ,誠意をもうて解決するものと

する。             ,

本契約の締結を証するため,本書を 2通作成 し,甲 乙記名押印の うえ,各 自そ

の 1通を保有する。

令和 2年 (西暦 2020年 )ケ 月 /J日

甲  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番 地

京者5市

代表者 京都市長

乙  東京都千代田区神田錦町^二丁白11番地
‐ i lil…Ⅲ ,

安田不動産株式会社

代表者 代表取締役

`中 川 雅

書り|1大 111静111
:  

「

1 :: ∵
: |  . :  `:

‐ 11.:l'|:

弘● |



男11砥

備考 建築面積及び延床面積は ,

(物件 目録 3 既存建物 )

契約締結 日時′点の予定数量である。

(物件 目録 1 土地)

所 在 地番 地 目 地積

京都市下京区西洞院通花屋町下る西洞院町 466瑠野 学校敷地 2498.26ピ

京都市下京区東中筋通花屋町下る柳町 330櫂酔 学校敷地 2203.441ぜ

(物件目録 2 建物)

用途 構造 建築面積 延床面積

宿泊施設棟
鉄筋 コンク リー ト造地下 2

階 。地_L4階建
3,520.0511: 16,278.85ポ

地域絶施設棟
鉄骨造及び鉄筋コンクリ早 ト

造地上 2階建・一部半地下
685,35 1rf

2.r,JZt. lL n7

所在 家屋番号 種類 構造 床面積

京 都 市下京 区

西 洞 院通花屋

町 下 る西洞院
田丁466瑠酢地

京 都 市下京 区

東 中筋通花屋

町下る柳町 330

番地

466櫂酔 校舎
鉄筋コンクリー ト造

陸屋根 2階建

1階 244.20ゴ
2階 244.20ぽ

符号 1 校舎
鉄筋コンクリー ト造

陸屋根 4階建

1階 251.50ぽ
2階 251.50ポ
3階  205.241ゴ
4階 205.241f

符号 2 校舎
鉄筋コンクリー ト造

陸屋根 4階建

1階 476.76ピ
2階  448。 54ぽ
3階 448.54ピ
4階 袈8.54ぽ

符号 3 講堂

鉄筋コンクリ‐ 卜造

亜鉛メッキ鋼板ぶき

平家建

, 399.60ぽ

符号 4 物置

コンクリー トブロッ

ク造ス レー トぶき平

家建

20.24ぽ

符 号
‐5 物置

コンクリー トブロッ

ク造スレー トぶき平

家建    `
12.97ぽ

符号 6 物置
木造スレー トぶき平

家建
11.251ぜ

符号 7 機械室
鉄筋コンクリ● 卜造

陸屋根平家建
19.501f
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